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パロマ半密閉式湯沸器（ＬＰガス用）の回収について（お願い） 

 

 

標記につきましては、平成１８年度よりお客様の安全を迅速に確保するため、ＬＰガス業界一丸となって対

象機器の早急な発見に努めてきたところです。 

しかしながら、１０月には、使用中のものが発見されました。千葉県では、平成２５年５月に使用中ではあり

ませんが１台発見されています。 

お客様の安全を第一に様々な保安対策を実施しているＬＰガス業界として、このような回収対象機器にお

いて、万が一でも事故があってはいけないことを重く受け止める必要があります。 

つきましては、これまでも消費設備の調査時等様々な機会をとらえて対象機器の確認を行っていただい

ておりますが、依頼してから１０年が経過しようとしています。万一、発見されることの無いよう再々度の確認

方よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

参考  
 

該当製品の見分け方（パロマホームページより抜粋） 

 

該当製品に関しましては、現行の同等製品への無償交換、またはお引取り（1 台あたり本体価格の半額

をお支払い致します）をさせていただいております。 

   

 

     

 

 

 

 

 

   点検には、パロマの社員または「パロマ半密閉式湯沸器再点検業務委託証明書」を所持した委託会社

社員がお伺い致します。 

同社員が訪問の際は、社員証または右記委託証明書をお確かめいただきますようお願い致します。 

【お問い合わせ窓口】株式会社パロマ 専用相談窓口 

0120-314-552 受付時間：午前 9時～午後 6時（平日・土・日・祝日ともに） 

 

 

 

 

＊ 先月（１０月）に使用中のものが発見された経緯（概要） 

本該当機器は、元店舗に設置されていたが、平成１８年当時は閉栓状態であったた

め、ＬＰガス販売事業者はリストアップしていなかった。その店舗を本年９月にリフォー

ムした際、当該機器が回収対象機器と気付かず、当該ＬＰガス販売事業者が開栓

し、使用できるようにしてしまい、その後お客様からの連絡により発見された。 


